
NO 36
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 40 27 67.5% 平成３０年度 40 19 47.5%

令和元年度 40 25 62.5% 令和元年度 40 16 40.0%

令和２年度 30 － － 令和２年度 30 － －
養成講座をより効果的に実施するため、事業の⾒直しを⾏った上で、「学習⽀援事業」に統合するため、「統合」評価としま
す。

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

地域保健福祉計画、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法、港区学習ボランティア養成事業実施要綱

指標１
学習ボランティア養成講座参加者数

指標２
学習ボランティア養成講座修了者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

0 0

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

 ７ 事業内容

本事業を「学習⽀援事業」に統合します。
本事業の応募者は年々増加しているものの定員に達しない上、養成した⼈材が翌年度以降の学習⽀援事業に携わる⽐率
が⼤変低い状況であり、本来の⽬的を達成できておらず、参加率・定着率に課題が残ります。
ボランティアは「学習⽀援事業」に不可⽋なため⼈材育成は重要です。今後は「学習⽀援事業」で実施しているボランティアの
フォローアップ講座を総合的な⼈材育成研修に拡充することで、「学習⽀援事業」の質の向上を図ります。

①対象者︓19歳以上の区⺠及び区内在勤者並びに学習⽀援に興味のある⼤学⽣
②実施時期、実施回数︓年間2期に分けて開催し、各期それぞれ全3回の講座を実施します。
③実施体制︓⺠間事業者に委託。各期定員20名（申込先着順）。参加費無料。

 ８ 事業実績・指標

本事業は、平成28年3⽉策定「⼦どもの未来応援施策の⽅向性」及び7⽉実施「⼦どもの未来応援実態調査」の結
果を踏まえ、新規事業として⽣活困窮世帯の学習⽀援事業を平成29年度から実施するのに伴い、学習⽀援事業に
携わるボランティアを養成するために開始した事業です。

令和２年度 50.0% 792 792

1,116 1,115 0 0

平成３０年度 50.0% 1,105 1,105 0

－ － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和元年度 50.0%

家庭の経済状況、養育環境にかかわらず、区内の⼦どもたちが基礎的・基本的な学⼒を定着できるよう、⼦どもたちの
学習⽀援に取り組み、より多くの学ぶ場を創出するため、学習ボランティアを養成します。

令和２年度 1,584 － －

2,210 100.0%

 ５ 事業説明文 令和元年度 2,231 0 0 2,231 2,230 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ⑤⼦どもの未来を応援する施策の推進 平成３０年度 2,210 0 0

 ３ 政策名 （１７）健やかな⼦どもの「育ち」を⽀える環境を整備する 年度 当初予算額 流用

2,210

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を⽀える⼦どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 保健福祉⽀援部　⽣活福祉調整課

 １ 事業名 学習ボランティア養成事業  １０ 事業費の状況



NO 37
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 6 6 100.0% 平成３０年度 120 108 90.0%

令和元年度 11 11 100.0% 令和元年度 500 532 106.4%

令和２年度 4 － － 令和２年度 120 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 保健福祉⽀援部　⽣活福祉調整課

 １ 事業名 ⼦どもの未来応援施策理解促進事業  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を⽀える⼦どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ⑤⼦どもの未来を応援する施策の推進 平成３０年度 2,201 0 0

 ３ 政策名 （17）健やかな⼦どもの「育ち」を⽀える環境を整備する 年度 当初予算額 流用

2,201 1,935 87.9%

 ５ 事業説明文 令和元年度 2,631 0 0 2,631 2,631 100.0%

　⼦どもの貧困を未然に防止するため、地域で⼦どもを⽀えるネットワークを形成すること等により、⼦どもの未来応援施
策の理解促進を図ります。

令和２年度 712 － － － － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和元年度 50.0% 1,315 0 0

平成３０年度 50.0% 968 967 0

0 0

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

 ７ 事業内容 　本事業は、平成２８年３⽉に定めた「港区⼦ども未来応援施策の⽅向性」において、施策展開のための基盤づくりとして位
置づけ、区の⼦どもの貧困対策に対する理解促進を図ることを⽬的として実施してきました。
　令和元年９⽉７日に施⾏された改正⼦どもの貧困対策推進法では、法の⽬的・基本理念の充実が図られるとともに、区
市町村における貧困対策計画の策定について努⼒義務が課されました。これを受け、区では、本年3⽉に改定した⼦ども・⼦
育て⽀援事業計画に、区の⼦どもの貧困対策計画を盛り込み、貧困対策を含む⼦どもの未来応援施策を計画的に実⾏す
る体制を整備しました。現在、港区⼦どもの未来応援施策では、全庁で１１７の事業が展開されています。また、本年２⽉
には、区⺠、区内事業者、学校関係者で構成する港区⼦ども⾷堂ネットワークを設⽴し、港区⺠⽣委員・児童委員協議
会、港区社会福祉協議会後援のもと、⾷を通して⼦どもを⾒守る地域の体制が強化されました。
　以上のように区の各種施策や地域ネットワークを通じて、⼦どもの未来応援施策の理解促進を図る⼿段が充実したことで、
所期の事業⽬的は達成され、事業継続の必要性は低いことから、本事業は廃止することとします。

　区の⼦どもの貧困対策に対する理解を促進するため、区内在住・在勤・在学者等を対象に、シンポジウムや研修会等
（年５〜１０回程度）を実施しています。
　参加費は無料で、⼦どもの貧困対策に精通した事業者への業務委託により実施しています。
＜令和元年度の主な取組＞
　12/7　「⼦ども・⼤⼈が一緒に学ぶ⼦どもの権利」をテーマとしたワークショップの開催（区⽴御⽥小学校）
　12/10　「港区の⼦ども現状と取り組み」をテーマとした講演会の開催（明治学院⼤学）　ほか

 ８ 事業実績・指標

　区は、平成２８年３⽉に「港区⼦ども未来応援施策の⽅向性」を定め、⼦どもの貧困対策について、経済的な問題
を有する家庭・⼦どもの問題だけにとどまることなく、その家庭環境等において様々な問題を抱える家庭・⼦どもの問題に
も積極的に取り組むこととし、「港区⼦どもの未来応援施策」として総合的、横断的に実施しています。
　令和元年度までは、⼦どもの未来応援施策のとりまとめは保健福祉⽀援部⽣活福祉調整課で⾏っていましたが、令
和２年度から⼦育て⽀援施策を所掌する⼦ども家庭⽀援部⼦ども家庭課に移管しました。

令和２年度 50.0% 356 356

1,316

指標１
シンポジウム・研修会等開催回数

指標２
シンポジウム・研修会等参加人数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

⼦どもの未来応援施策の理解促進を図る⼿段が充実しており、所期の事業⽬的は達成されたことから、「廃止」評価としま
す。

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

⼦ども・⼦育て⽀援事業計画、⼦どもの貧困対策に関する法律


